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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年５月２４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（ドルフィン） 

発生日時 平成２２年１２月７日 ０８時１３分ごろ 

発生場所 阪神港大阪第４区のフェリーふ頭４号バース 

大阪府大阪市所在の大阪南港沖防波堤灯台から真方位０３８°１,３４０

ｍ付近 

（概位 北緯３４°３７.２′ 東経１３５°２５.８′） 

事故調査の経過 平成２３年１月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

最大搭載人員 

航行区域 

 

旅客フェリー フェリーふくおか２、９,７８８トン 

１３７０９０、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構及び株式

会社名門大洋フェリー 

１６７.００ｍ×２５.６０ｍ×１４.５０ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、１９,８５８kＷ（合計）、平成１４年６月１４日 

旅客８７７人、船員３９人計９１６人 

沿海区域 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４７歳 

三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和６１年３月２０日 

免 状 交 付 年 月 日 平成１８年２月２７日 

免状有効期間満了日 平成２３年３月１９日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 右舷船首部外板に亀裂を伴う凹損、右舷船尾部に擦過傷 

ドルフィン フロートフェンダー固定用チェーンが断裂等 

 事故の経過 

 

本船は、船長ほか２３人が乗り組み、旅客３７２人を乗船させ、車両１

５４台を載せ、船首約５.８０ｍ、船尾約５.５６ｍの喫水で阪神港大阪区

に向けて航行中、船長が、平成２２年１２月７日０７時４５分ごろ大阪灯

標付近で乗組員を入港配置に就け、０８時１０分ごろ阪神港大阪第４区の

フェリーふ頭の手前で両舷主機の推力を止め、以後、機関及びバウスラス

ターを適宜使用して４号バースに右舷横着けしようとしたところ、左舷側

に風及び木津川の流れを受けて右舷方に圧流され、０８時１３分ごろ右舷

船尾部が４号バース先端のドルフィンの角に衝突し、その後、右舷船首部

が４号バース中央付近の防舷材に衝突した。 

本船は、２機２軸可変ピッチプロペラの推進機関（以下、右舷主機を

「右舷機」、左舷主機を「左舷機」という。）、両舷に舵（以下、右舷側の舵

を「右舷舵」、左舷側の舵を「左舷舵」という。）及び推力１６トンのバウ
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スラスターを有しており、右舷舵を左舵４５°、左舷舵を右舵４５°（以

下、この状態を「Ｖ舵」という。）とし、右舷機を前進、左舷機を後進にし

てバウスラスターを右回頭にすると右舷方へ平行移動でき、両舷主機及び

バウスラスターをこれと逆に操作すると左舷方へ平行移動できた。 

船長は、平素、４号バースの手前で同バースと船体が平行になるように

接近したのち、３ノット（kn）をやや超える行きあしで進入してＶ舵と

し、バース前面で行きあしを０kn として両舷主機及びバウスラスターを適

宜に使用することにより、右舷方へ平行移動して着岸していた。 

船長は、本事故当時、船体が４号バース先端のドルフィンを通過中、左

舷側に風等を受けて右舷船尾部が右舷方に圧流された際、右舷機を後進、

左舷機を前進とし、バウスラスターを操作して態勢を立て直そうとした。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風速 約５～７m/s、視界 良好 

海象：潮汐 満潮時 

 その他の事項 船橋配置の三等航海士は、本船が右舷方に圧流されていることに気付

き、船長に対してドルフィンに接近している旨の報告を行った。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

本船は、阪神港大阪第４区のフェリーふ頭４号

バースにおいて着岸作業中、同バースに圧流され

た際、船長が適切な操船を行わなかったことか

ら、同バース先端のドルフィンなどに衝突したも

のと考えられる。 

本船は、本事故当時、左舷側に約５～７m/s の

風及び木津川の流れを受けたことから、右舷方に

圧流された可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、阪神港大阪第４区のフェリーふ頭４号バースにおい

て着岸作業中、同バースに圧流された際、船長が適切な操船を行わなかっ

たため、同バース先端のドルフィンなどに衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・着岸作業中、風などを受けて圧流されることがあるので、圧流される

ことを考慮した適切な操船を行うこと。 

 




